
合格者ならびに保護者の皆さまへ

東京外国語大学学生後援会

東京外国語大学学生後援会の会費納入のお願い

この度は合格おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。

、 、 、 、さて 本会は 東京外国語大学に在学する学生が充実した学生生活を送るために 学業

課外活動への助成、進路指導に必要な助成、大学と会員相互の連携を強めるために必要な

事業を実施しております。

これらの事業は、本会の会員である学生の保護者、教職員及び卒業者・賛同者からの会

費及び寄付金により行っております。

つきましては、本会の目的、事業に格別のご理解を賜り、入学手続の際に下記のとおり

本会会費を納入くださいますようお願い申し上げます。

記

１．会 費 ４０，０００円（在学期間中１度の納入です ）。

２．納入方法 専用の「払込取扱票」に必要事項をご記入の上、ゆうちょ銀行（郵

便局）で払込をお願いいたします。

「領収書」につきましては「振替払込請求書兼受領証」を領収書に代え

させていただきますので大切に保管ください。

お問い合わせは、大学学生課までお願いいたします。
電 話：０４２－３３０－５１７２
E-mail： gakusei-hosa@tufs.ac.jp

入学年度の７月末日までに会費を納入いただくと特典がございます。

大学が推奨する３保険 学生教育研究災害傷害保険 学研災 通学中等傷害危険担保特約 通（ （ ）、 （

学特約）及び学研災付帯賠償責任保険（学研賠 ）への加入を学生に代わり、学生後援会が保険）

料を負担して手続きします。

※ 詳細は「東京外国語大学が加入を推奨する３保険について」のページをご覧ください。



東京外国語大学学生後援会の目的

学生の学業、課外活動への助成１．

英語学習支援センターは、英語の自立学習を支援するため、スピーキング・

セッション、多聴・多読プログラム、オンライン学習プログラム等の多様な

学習の機会を提供しています。

英語学習支援センター本会では、多読資料となる図書の助成を行っています。

外語祭（学園祭）は、毎年１１月下旬に開催されています。

本会では、語劇支援室への助成、野外ステージの音響・照明、仮設水道の

設置等外語祭開催の助成を行っています。

外語祭

ボート大会は、毎年６月に埼玉県戸田公園競艇場で開催されています。

本会では、その運営を支援しています。

ボート大会

本会では、大学公認の各部、サークル活動などのクラブ活動を支援しています。

クラブ活動

２．学生の進路指導に必要な助成

東京外国語大学には、一人ひとりの学生が、自立した社会人・職業人として

生きがいと働きがいに満ちた人生を送ることができるよう、自らの人生を設計

し、主体的な進路選択、職業選択を行うことを支援するため、グローバル・キャ

個別面談指導リア・センターが設置されています。

本会では、面談指導やセミナーの企画・実施を担当するキャリア・アドバイザー

の増員助成やインターンシップの専門職員配置への助成、就職指導に必要な資料購

入等グローバル・キャリア・センターの助成を行っています。

各種セミナー

その他に本会では、学生サークルのリーダー育成のための助成、日本人学生と留学生との交流促進

のための助成、国立美術館等を割引利用するための助成等々、学生のより豊かな大学生活に資するた

めの助成を行っています。

これらの事業は、本会の会員である学生の保護者、教職員及び卒業者・賛同者から

の会費及び寄付金により行っております。

つきましては、本会の目的、事業に格別のご理解を賜り、本会会費を納入ください

ますようお願い申し上げます。



東京外国語大学が加入を推奨する３保険について

学生後援会に入会すると
入学年度の７月末日までに入会、会費納入すると、特典として

東京外国語大学が推奨している３保険（通称「学研災 「通学特」、

約」及び「学研賠 ）への加入を学生に代わり、学生後援会が保」

険料を負担して手続きします。

・ 保険の加入は、３月末までに会費納入いただいた場合は４月１日から、４月以降に会費納

入いただいた場合は納入日翌日からになります。

○ 学生教育研究災害傷害保険（学研災）
在籍する大学の国内外における教育研究活動中に生じた急激かつ
偶然な外来の事故によって身体に障害を被った場合に保険金が支払

われます。

○ 通学中等傷害危険担保特約（通学特約）
住居と学校施設等との間の往復中又は学校施設等相互間の移動中

に発生した事故によって身体に傷害を被った場合に保険金が支払わ
れます。

○ 学研災付帯賠償責任保険（学研賠）
国内外において、学生が正課、学校行事、課外活動又はその往復

において、他人にケガを負わせた場合、他人の財物を損壊した場合

等により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
について保険金が支払われます。

交換（派遣）留学、ショートビジット（短期海外留学）等東京外国

語大学の制度で留学をする学生には、この３保険に加えて次の「付帯

海学」への加入が義務づけられています。

。留学する際、あらためてご加入ください

◎ 学研災付帯海外留学保険（付帯海学）
学研災の制度や補償を活かしつつ、さらに海外での補償を手厚くする
ための保険です。学研災を導入している全国の大学に在籍する学生が対

象のため、そのスケールメリットを活かした制度となっています。

☆ 教育実習に参加する

学生には、この３保険

への加入が義務づけら

れています。

☆ インターンシップを

実施する多くの企業

は、参加者に保険の加

入を求めています。

上記の３保険 ＋


